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序章 都市マスタープランの目的、位置づけ、役割 

１ 目的 

本市は、平成 18 年 1 月 4 日、喜多方市、熱塩加納村、塩川町、山都町及び高郷村の 5 つの市町

村の合併により新しい喜多方市として誕生しました。 

今後のまちづくりは「喜多方市総合計画」を基本としながら、本市が有する資源を守り、活かし、

また、合併により生まれる新しいエネルギーを活力として、地域の持続的な発展と活性化に向けた

都市づくりを具体的に進めていく必要があります。 

本市の都市マスタープランは、旧喜多方市及び旧塩川町に定められている都市計画区域（塩川は

湯川村との広域都市計画）を対象とし、それぞれに策定されてきましたが、今後の都市づくりへ向

けて新たに策定するものです。 

「都市マスタープラン」は、住民に最も身近な立場にある市町村が、その創意工夫のもとに住民

の意見を反映させながら、将来に向けて都市づくりをどのように考え、守り、創り、そしてどのよ

うに後世に引き継いでいくかの方針を定めるものです。 
 

 

参考：都市計画法（抜粋） 

○第六条の二（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針） 

  都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるも

のとする 

具体的に定める内容 都市計画の目標 

 区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針 

 土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

○第十八条の二（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 

１ 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針（以下この条におい

て「基本方針」という。）を定めるものとする 

２ 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ公聴会の開催等住民の意見を反映させる

ために必要な措置を講ずるものとする 

３ 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知し

なければならない 

４ 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない 
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２ 位置づけ 

都市マスタープランは、都市計画法の改正（平成 4 年）により規定された法定計画であり、市民

に最も身近な市町村が都市づくりの将来ビジョンを確立するとともに、都市計画に係る具体的かつ

総合的な整備方針を定めることを目的として創設され、都市計画区域を有する全ての市町村におい

て策定することが義務づけられています。 

また、喜多方市総合計画、国土利用計画や、県都市計画区域マスタープランに即して定める必要

があるとともに、今後、喜多方市が定める都市計画は本計画に即したものでなければならないとさ

れています。このため、策定にあたっては市民意向の反映を図るとともに、都市マスタープランを

定める時はこれを公表することとされています。 
 

■ 都市マスタープランの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 目標年次 

本計画の計画期間は、概ね 20 年間とし、目標年次は平成 42 年（西暦 2030 年）とします。 

また、本計画は今後の社会・経済の情勢、市民ニーズの変化や時代の要請等の様々な要因により、

計画内容の見直しが必要となった場合、必要に応じて改訂（計画内容の見直しや充実）を行うもの

とします。なお、改訂を行う際には、市民参加の理念のもとに、市民と行政が協働しながら、相互

の信頼関係を維持、発展させていくものとします。 
 

 
 
 
 

＊本書において「市街地」とは用途地域の区域を意味し、「中心市街地」とは市役所を中心とした用

途地域の区域を意味することとします。 

喜多方市総合計画 

喜多方市国土利用計画 

福島県都市計画区域 
マスタープラン 

喜多方市都市マスタープラン 

関連計画 
・地域防災計画 
・農業振興地域整備計画 
・住宅マスタープラン 
・地域福祉計画 
 

等

個別具体の都市計画の推進 

等

土 地 利 用 
計 画 

市 街 地 
整 備 計 画 

交 通 施 設

計 画

公園・緑地

計 画

下 水 道 ・

河 川 計 画

都 市 防 災 
計 画 

環境・景観

計 画


